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市内周遊プラン作成委託事業仕様書 

１．業務名称 

市内周遊プラン作成委託事業 

2．業務目的 

花の拠点(はなふる)を中心とした市内周遊プランとプロモーションコンテンツを作成して訪れ

るだけではなく、消費してもらう観光戦略を実現する。メインターゲットは 20～30 代女性とそ

の親世代である 50～60 代女性。はなふるなど花のまちらしいコンテンツの中に、「映える」ス

ポットを設けて周遊コースの中心とし、市内消費の拡大及びターゲット層の SNS 等での発信

力を生かした恵庭市の認知度向上を図る。 

３．委託期間 

契約締結日の翌日から令和 5 年 12 月 28 日(木)まで、期間末日を下記５．に記載の各成

果品の納品期限とする。 

4．業務の実施 

   （１）本業務は、本仕様書に基づいて実施すること。 

（２）受託者は、業務の実施に当たり、関係法令及び条例を順守すること。 

（３）受託者は、業務の実施に当たり、本市と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した

上で適切な人員配置のもとで進めること。 

（４）受託者は、業務の進捗について、本市に対して定期的に報告すること。 

（５）受託者は、本委託業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

（６）受託者は、本業務の一部を第三者に再委託することができる。この場合、あらかじめ本

市に書面により報告し、本市の承認を得ること。 

（７）本業務に関する打ち合わせは、原則、恵庭市役所で行うこと。 

（８）本仕様書に定めのない事項や本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに本

市と協議を行い、指示を仰ぐこと。 

5．業務内容 

下記（1）～（3）の業務を行うこと。 

（1）市内周遊プランの作成 

花の拠点(はなふる)を中心に、恵庭渓谷などのビュースポットやアクテビティ、市内飲

食店など、花・観光・食を一体とした市内全域を対象とする周遊プランを作成する。ま

た、プラン作成の際は、メインターゲット層からのヒアリングを行うほか、既存の恵庭市

観光デジタルマップ「はなたびマップ(※)」を活用する。 
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※はなたびマップ 

(株)Sｔrｏｌｙ が提供するブラウザ上で閲覧、使用可能なデジタルマップ。 

ＵＲＬ ｈｔｔｐｓ://ｓｔrｏｌｙ.ｃｏm/ｖｉｅｗｅr/1650438503 

① 花の拠点(はなふる)を含む周遊コースを、委託者と受託者で協議のうえ、3コース

作成する。 

② 花の拠点(はなふる)のほか、下記のエリアを含む周遊コースを作成すること。なお、

コースは 1エリアで完結する経路でも複数エリアを跨ぐ経路でも良いものとする。 

   ※エリアについては別紙 1「はなたびマップ」を参照のうえ、市内であれば記載の

ないエリアをコースに含んでもよいものとする。 

  ア) 黄金地区・恵庭駅エリア 

イ) 恵庭西エリア 

ウ) 恵み野エリア 

エ) 盤尻・牧場エリア 

オ) 島松エリア 

       ③ 3コースのうち、1コース以上は公共交通機関及び恵庭市シェアサイクル「えにくる

(※)」を使用して巡れるコース設定とすること。 

※えにくる 

コギコギ(株)が提供するシステムを利用したシェアサイクル(電動自転車) 

詳細は別紙 2参照

(2)モニターツアーの実施 

(1)で作成したプランに則したモニターツアーを実施する。 

 ① モニターはメインターゲット層の女性や、市内の観光資源、食情報等に詳しい市

内大学の学生を起用すること。 

 ② モニターツアーの感想等をヒアリングし、作成する周遊プランに反映させること。 

 ③ モニターツアーは 1 コースにつき、1回以上実施すること。 

（3）プロモーションツールの作成 

上記プランを ＰＲ するためのプロモーションツール(ポスター、ムービー、SNS で使用

可能なキービジュアル)を作成する。なお、作成にあたっては、(2)で実施したモニター

ツアーの様子(画像、動画)も活用すること。 

 ① 各ツールのデザインについては、イラストや画像の使用により、恵庭市の魅力が

一見して伝わるものとすること。 

 ② 各ツールの素材(画像、イラスト等)には市が保有するものを提供する。その他、

必要に応じて受託者が保有、撮影又は入手した素材を使用すること。なお、写真

等の入手に伴う交渉や権利処理(支払いを含む。)などの必要な業務をすべて行

うこと。 

※市が保有する写真は、観光パンフレット及びホームページ等を確認すること。 

③ ポスターは Ａ2 サイズ、刷色は片面カラー(4Ｃ)とし、マットコート紙 135ｋｇ を使

用すること。 
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④ 作成するプロモーションツールについては提案により変更することを可能とする。 

6．成果品 

(１)作成した市内周遊プランに関する企画報告書。なお、報告書は紙媒体及びデータ(Ｗｏrd

又は ＰｏｗｅrＰｏｉｎｔ)で納品すること。 

(2)プロモーションツールのデータ(ｐdｆ、ａｉ、ｊｐｇ、動画ファイルなど)。 

(3)ポスター100枚【Ａ2サイズ、片面カラー(4Ｃ)、マットコート紙 135ｋｇ】 

(4)モニターツアーの実施結果。なお、(1)の企画報告書に含めて提出することも可能とする。 

(5)その他恵庭市が提出を求めるもの 

7．納品先 

恵庭市経済部花と緑・観光課（恵庭市京町 1番地 恵庭市役所3階 37 番窓口） 

8．注意事項 

（１）受託者は、個人情報保護法を順守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らして

はならない。業務終了後においても同様とする。 

（２）成果品に加え、受託者が撮影・作成し成果品に使用した写真やイラスト等の所有権、著作

権及び利用権は、本市に帰属するものとする。 

（３）本業務により得られた成果品、資料や情報等は、本市の許可無くほかに公表、貸与、使用、

複写及び漏洩をしてはならない。 

（４）業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、

受託者は速やかに必要な訂正や補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者

の負担とする。 

（５）デジタルマップの基本使用料は、委託者にて負担している。その他本事業の実施にあたり

スポットの追加等が必要な場合は、委託者と受託者で協議のうえ、追加可否を決定するこ

ととする。 



別紙1.はなたびマップ



別紙2.恵庭シェアサイクル「えにくる」


